
○
22
人
事
院
勧
告
に
準
じ
て
改
定

人
事
院
勧
告
で
は
、
総
合
職
及
び
一

般
職
（
大
卒
程
度
）
初
任
給
３
０
０
０

円
、
一
般
職
（
高
卒
）
初
任
給
４
０
０

０
円
。
30
歳
台
半
ば
ま
で
の
職
員
が
在

職
す
る
号
俸
に
つ
い
て
所
用
の
改
定

（
平
均
改
定
率
０
．
３
％
）
。
そ
の
他

の
号
給
に
つ
い
て
は
行
（
一
）
と
の
均

衡
を
基
本
に
引
上
げ
。

一
時
金
は
４
．
３
月→

４
．
４
月
、

再
任
用
２
．
２
５
月

→

２
．
３
月
。

当
局
で
は
こ
の
人
勧
に
準
じ
て
改
定

を
行
な
い
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ

い
て
は
常
勤
の
改
定
に
伴
い
、
令
和
５

年
１
月
か
ら
改
定
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

一
時
金
に
つ
い
て
は
、
人
勧
準
拠
と

し
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、

令
和
５
年
度
よ
り
常
勤
と
の
比
率
換
算

で
２
．
５
月

→

２
．
５
５
月
と
し
て

い
ま
す
。

組
合

給
料
表
の
改
定
に
よ
る
引
上
げ

対
象
数
は
職
員
の
半
数
に
及
ば
な
い
。

官
民
格
差
０
．
３
３
％
で
あ
っ
た
が
、

月
例
給
で
は
０
．
０
３
％
が
カ
ッ
ト
さ

れ
て
い
る
、
昨
年
も
同
様
に
差
が
小
さ

い
と
の
こ
と
で
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

一
時
金
に
つ
い
て
も
今
回
０
．
０
２
月

の
カ
ッ
ト
、
昨
年
は
０
．
０
２
月
多
く

削
減
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
た

改
善
を
。

民
調
（
職
種
別
民
間
給
与
実
態
調
査
）

以
降
の
物
価
高
騰
も
あ
る
。

部
長

給
料

表
に
つ
い
て

は
官
民
差
が

あ
る
な
か
で

出
し
て
い
る
。

調
査
以
降
の

こ
と
に
つ
い
て
は
次
回
の
人
勧
で
対
応

す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

組
合

市
の
裁
量
の
な
か
で
で
き
る
こ

と
は
な
い
か
。

部
長

均
衡
の
原
則
に
対
し
説
明
で
き

る
も
の
が
な
い
。
船
橋
は
人
事
委
員
会

を
持
た
な
い
の
で
人
事
院
勧
告
を
採
っ

て
い
る
。
ま
た
、
県
人
事
委
員
会
と
の

差
は
な
い
。

○
定
年
延
長
に
係
る
当
局
案

・
定
年
年
齢
を
段
階
的
に
引
上
げ
65
歳

定
年
と
す
る

・
い
わ
ゆ
る
60
歳
役
職
定
年

・
給
与
月
額
７
割
水
準

・
退
職
手
当
算
出

・
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
度

組
合

役
職
定
年
に
あ
た
る
の
は
年
平

均
20
名
程
度
と
聞
い
て
い
る
が
、
役
職

定
年
者
の
給
与
は
高
く
な
っ
て
お
り
、

定
年
年
齢
引
上
げ
の
趣
旨
で
あ
る
「
そ

れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
す
」
と
い
う
こ

と
か
ら
も
、
職
務
に
対
す
る
要
求
レ
ベ

ル
は
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
降
任

後
の
職
務
や
配
属
先
、
運
営
に
つ
い
て

は
ど
う
か
。

部
長

課
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

組
合

給
与
が
７
割
水
準
と
な
る
こ
と

は
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
維
持
に
大

き
く
関
わ
る
。
近
年
、
若
い
職
員
の
離

職
も
傾
向
と
し
て
見
ら
れ
、
長
く
働
く

職
場
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
ど
う
解
消
し
て
い
く

か
。
元
気
回
復
事
業
で
取
り
組
め
る
こ

と
は
な
い
か
。

部
長

現
金
給
付
は
難
し
い
。
福
利
厚

生
の
施
設
利
用
や
体
育
事
業
な
ど
が
担
っ

て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

組
合

退
職
金
の
調
整
額
に
つ
い
て
、

定
年
退
職
時
か
ら
60
月
、
定
年
延
長
さ

れ
た
部
分
も
含
め
て
の
計
算
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
よ
い
か
。

部
長

そ
れ
で
よ
い
。
非
違
行
為
が
な

け
れ
ば
不
利
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

組
合

定
年
延
長
で
60
歳
時
の
退
職
金

支
給
が
先
延
ば
し
に
な
り
、
借
入
金
返

済
や
教
育
資
金
に
充
て
る
な
ど
生
涯
設

計
に
影
響
が
で
る
職
員
に
対
す
る
手
立

て
は
な
い
か
。

部
長

理
解
は
す
る
が
、
答
え
と
し
て

は
難
し
い
。
定
年
延
長
は
新
た
な
制
度

な
の
で
仕
方
な
い
部
分
は
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
将
来
支
払
う
退
職
金
を
前
払

い
す
る
と
い
う
の
は
制
度
的
に
は
考
え

ら
れ
な
い
が
、
共
済
の
貸
付
制
度
等
民

間
と
比
べ
有
利
な
も
の
で
あ
り
、
退
職

金
を
担
保
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
上

手
く
活
用
し
て
も
ら
い
た
い
。

組
合

不
安
を
抱
え
て
い
る
職
員
も
い

る
こ
と
か
ら
、
職
員
に
対
し
回
答
部
分

も
含
め
、
丁
寧
な
説
明
を
求
め
る
。

部
長

周
知
の
方
法
に
つ
い
て
は
考
え

て
い
き
た
い
。

組
合

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制

度
の
創
設
に
つ
い
て
は
制
度
と
し
て
意

見
は
な
い
が
、
処
遇
・
水
準
に
つ
い
て

は
改
善
を
求
め
る
。

様
々
な
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て

「
高
齢
者
部
分
休
業
制
度
」
も
あ
る
が
、

現
段
階
で
は
各
職
場
で
の
整
理
、
で
き

る
で
き
な
い
を
含
め
た
検
討
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
定
数
１

で
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
も
課
題
。
た

だ
、
辞
め
て
し
ま
う
と
再
任
用
は
フ
ル

タ
イ
ム
に
戻
れ
な
い
の
で
今
後
の
検
討

課
題
と
考
え
て
い
る
。

部
長

年
金
と
の
繋
ぎ
で
あ
っ
た
再
任

用
と
定
年
延
長
は
別
の
制
度
で
あ
る
こ

と
は
理
解
願
い
た
い
。
部
分
休
業
制
度

は
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
が
、
現

時
点
で
は
難
し
い
。
制
度
を
導
入
し
て

い
る
市
は
少
な
い
が
、
他
市
の
導
入
状

況
等
確
認
し
て
い
き
た
い
。

組
合
で
は
今
回
の
交
渉
で
前
進
回
答
を

得
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

22
秋
闘
を
含
め
た
継
続
課
題
の
確
認
を

行
な
い
ま
し
た
。
定
年
延
長
で
は
今
後

の
運
用
の
な
か
で
新
た
な
課
題
に
つ
い

て
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
交

渉
後
の
執
行
委
員
会
で
確
認
し
ま
し
た
。
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22人事院勧告に伴う改正案の提案及び定年延長に係る当局案の提示を受け、11月7日（火）に
総務部長・職員課長交渉を行ないました。３年ぶりの引上勧告でしたが、主に若年層への配分
であり、引上幅も物価高騰に全く追いつかないものです。定年延長では条例に係る部分につい
て交渉を行ないました。その概要を掲載します。




